
随意契約理由書

本庁舎１号館エレベーター停電時自動着床装置設置工事

三菱電機ビルソリューションズ株式会社　関西支社

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

　　　　建築住宅局設備課　　　　　　　　　　　（電話番号　　078-595-6600　　）

件 名

根 拠 基 準

契 約 の 相 手 方

随意契約の理由

　本庁舎１号館エレベーター（以下、本設備という）は、乗用12基、非常用2基（合計14基）及び制御盤・監視盤で構成さ
れており、市民及び職員の移動と荷物の搬送を円滑に行うために必要不可欠な設備である。
　本工事は既設メーカー（三菱電機ビルソリューションズ株式会社）の独自技術に基づき設計施工された本設備に対し
て、停電時に最寄り階に自動で籠（かご）を着床させる機能を追加するものである。
　本設備は、上記業者が神戸市向けに独自にシステムを設計し構成したものであり、上記業者は製造者としてシステム
の内容や構成を熟知している。
　本工事を履行できるのは、本設備を熟知しておりノウハウを有する上記業者のみである。
　よって、上記業者と特命随意契約を行う。


